
「令和９年度宮城県精神障害者
地域受入体制拡充支援事業補助金」のご案内

精神障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できる住まい（グループホーム）を宮城県内に整備す
るための補助金です。ぜひ、ご活用ください！

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進し、地域共生社会を実現することを
目的として、精神障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる住まいを確保するため
に、障害者総合支援法に定める共同生活援助を行うグループホームの整備に要する経費について
補助金を交付するもの。

社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、
一般財団法人、NPO法人、営利法人等

対象経費、基準額及び補助率は「社会福祉施設等施設整備事業費補助事業」に準ずる。

・宮城県内（仙台市以外）に精神障害者を積極的に受け入れるためのグループホームを創設
（新たに施設を整備）又は改築（既存施設の改築整備）すること（※）。
※整備した建物の定員に対して、精神障害者を３割以上受け入れることを想定した計画に

限ります。
・令和１０年３月３日（金）までに事業を完了し、実績報告すること。
・施策の効果検証のため、施設整備後の利用者受入状況等について、調査を行う場合があり
ます。

６か所程度

令和９年度社会福祉施設等施設整備事業費補助事業（担当：宮城県保健福祉部障害福祉課）
に準ずる。
https://www.pref.miyagi.jp/site/shisetsuseibi/r5shisetsuseibihi.html
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＜問合せ先＞
事業目的等：宮城県保健福祉部精神保健推進室

Tel：022-211-2518 Mail：seishin-se@pref.miyagi.lg.jp
補助金申請：宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班（メールのみ）

mail：syoufukusi@pref.miyagi.lg.jp
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